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  救急医療を取り巻く動向  

 

日本の救急医療体制の整備は、昭和 39年の救急告示制度の創設に始まり、

昭和 52 年からの一次、二次、三次の救急医療機関の整備、平成３年の救急

救命士制度の創設、平成 26 年の医療介護総合確保推進法の施行など、国に

おいて体系的な整備が進められてきた。 

国の動向を受け、県においても、昭和 56 年の救急医療情報システムの導

入や昭和 62年の医療法に基づく保健医療計画の策定、平成 28年の地域医療

構想の策定など、救急医療をはじめとする医療連携体制の広域的な整備が進

められ、令和５年度には第８次兵庫県保健医療計画の策定が進められている。 

一方、姫路市においても、市医師会と医療機関の協力の下、昭和 54 年２

月から、一次救急診療を担う「姫路市休日・夜間急病センター」を設置・運

営し、姫路市休日・夜間急病センターで対応できない患者を二次救急医療機

関等へ送る後送輪番体制の整備・運用を行い、救急医療体制の確保に努めて

きた。その中で、平成 19年 12月に本市において発生した救急搬送困難事案

の再発防止に向け、平成 21年３月に「姫路市の救急医療方策に関する指針」

を策定し、指針に定める推進方策に精力的に取り組んでいる。 

更に、令和３年度には中・西播磨地域５市６町において各医療機関の応需

情報と救急搬送状況をリアルタイムに共有する播磨姫路救急搬送システム

（HEARTS）を導入し、救急車の現場滞在時間の短縮に努めている。 

令和４年５月には兵庫県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が

統合再編し、三次救急医療を担う兵庫県立はりま姫路総合医療センターが開

院した。また、本市の医療提供体制の変化を踏まえ、令和４年度に、基幹病

院長や姫路市医師会役員等を構成員として、本市の救急医療体制の課題の抽

出を目的とした「救急医療体制等に係る Web 懇談会」を開催した（資料編

４を参考）。 

しかしながら、昨今、少子高齢化・核家族化の進行など社会情勢の変化に

加え、全国的に救急医療需要が大幅に増加する一方で、救急医療現場で働く

医療従事者の疲弊が深刻化しており、安定した医療サービスの提供を行うた

めの人材確保が求められている。特に、新型コロナウイルス感染症のパンデ

ミックは救急医療に大きな影響を与えたことは記憶に新しい。加えて、医師

の働き方改革が進められる中で、救急医療を取り巻く状況は厳しさを増して

おり、これらに対応する救急医療体制の確保が喫緊の課題となっている。 

第１章 救急医療の現状 
 

 １ 
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  姫路市の救急医療体制の現状  

本市では、従来より展開されている電話相談事業に加えて、令和６年１

月からは救急安心センターひめじ（＃7119）（＊１）が兵庫県内では神戸市、

芦屋市に次いで導入された。これら相談事業を活用することにより、初期救

急対応の方法や、現在の緊急度に応じた受診先の紹介が可能となっている。 

緊急的な受診が必要となれば、一次救急を担う姫路市休日・夜間急病セ

ンター（＊４）で軽症患者対応を行っている。その際、重症と診断された場

合は二次救急医療機関へ後送（以下「後送輪番医療機関（＊５）」という。）、

さらに重篤な場合は三次救急医療機関である兵庫県立はりま姫路総合医療

センターへ搬送する救急医療体制を整備している。また、平成 18年から整

形外科の一次救急については、市内の開業医が日曜昼間は在宅輪番により対

応している。島しょ部である家島では休日在宅輪番の体制がとられている。 

なお、救急患者の受診行動については、上述の流れの場合（下図の矢印

①）と、患者、関係者又は救急隊の判断により、各救急医療機関で受診する

場合（下図の矢印②）がある。 
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（＊１）救急安心センターひめじ（＃7119） 

総務省消防庁が提供する＃7119 の短縮番号を用い、「急病やケガの緊急性に関す

る相談（緊急度判定）」と、「症状に応じて受診可能な医療機関の案内」を行う救急

電話相談事業。令和６年１月より姫路市においても神戸市、芦屋市の事業に参画す

ることにより事業を開始した。 

令和５年 10月現在、予算を確保し、令和６年１月 15日開始予定 

（＊２）兵庫県子ども医療電話相談（＃8000） 

子どもの急病やけがの場合に、看護師らが医療機関の受診の必要性や応急手当な

どについてアドバイスを行い、患者や家族の急病時の不安解消を図り、医療機関の

適切な受診を促す。 

全県で実施されており、平成 30 年度から相談対応を翌朝まで延長している。 

（＊３）姫路市救急医療電話相談（小児科） 

子どもの急病やケガの場合に、専任の看護師等が医療機関の受診の必要性や応急

手当などについてアドバイスを行い、患者や家族の不安解消を図るとともに、医療

機関の適切な受診を促す電話相談を行っている。 

平成 30 年度より中播磨、西播磨へ地域を拡充し、播磨姫路圏域で実施しており、

地域の実情に応じたきめ細かな電話対応を行っている。 

（＊４）姫路市休日・夜間急病センター 

昭和 54 年、夜間の救急患者に対応するため、内科・小児科を診療科とする「夜

間急病センター」を開設。昭和 61 年、休日昼間の体制も整えて「姫路市休日・夜

間急病センター」に名称変更し、休日昼間の眼科・耳鼻いんこう科を追加。平成９

年、現在地（姫路市西今宿三丁目）へ移転。市医師会の開業医、大学からの医師、

非常勤医師等が当番制で出務している。 

（＊５）後送輪番医療機関 

姫路市休日・夜間急病センターでの対応が困難な重症患者を後送するための体

制。診療科ごとに輪番で対応し、市が待機料を措置している。輪番参加医療機関は

大半が救急告示医療機関のため、輪番日以外も二次救急を担っている。 

（＊６）救急告示医療機関 

昭和 39 年、消防法の規定を受け、厚生省令により、救急隊によって搬送される

傷病者を受入れる医療機関を確保するために創設された制度。救急医療に必要な一

定の条件を満たす医療機関からの申し出により、都道府県知事が認定、告示する。 

本市においては、令和 4年度末時点で、20の救急告示医療機関がある。 

（＊７）救命救急センター 

概ね 20床以上の専用病床を有し、24時間体制で、重症及び複数の診療科領域に

おけるすべての重篤な救急患者に対する高度な診療機能を有する三次救急医療機

関。概ね人口 100万人当たりに１カ所を目標に整備されてきた。都道府県が医療計

画等に基づき国と協議し、厚生労働大臣が認定する。本市を含む播磨姫路医療圏域

では、兵庫県立はりま姫路総合医療センターに設置されている。 
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本市が今後目指すべき救急医療体制像を定め、それを着実に実現するため、

本市の救急医療資源の現状や特性を踏まえて中長期的なビジョンを設定する。 

 

≪目指すべき体制像と実現のための４つの柱≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実現のための４つの柱】 

 

  安心して暮らせる救急医療体制の確保 

 

 

 

 

 

【目指すべき体制像】 

医療機関、行政、市民が協働で支える安心の救急医療 
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すべての市民が急病時に安心して適切な診療を受けることができる

よう、市医師会と行政機関が連携を図り、深めながら、二次救急、三

次救急を担う医療機関の協力を得つつ、救急医療体制を絶えず検証し、

その確保・整備を図る。 

 

第２章 今後目指すべき救急医療体制と実現に向けての４つの柱 

 

 １ 
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 ○ 一次救急医療体制 

地域の初期医療を担う、かかりつけ医や救急医療電話相談事業の普

及・定着に努める。 

姫路市休日・夜間急病センターにおいては、医療従事者の確保等によ

り診療体制の充実を検討するとともに、一次救急医療体制の機能強化に

努める。 

○ 二次救急医療体制 

姫路市休日・夜間急病センターからの後送をはじめとする救急医療機

関での受入体制の整備を進めるとともに、本市の医療提供体制に即した

休日夜間の輪番体制の構築に向けた議論を進める。また、行政機関は、

これらの体制構築に必要な財政措置に努める。 

○ 三次救急医療体制 

三次救急医療を担う、兵庫県立はりま姫路総合医療センターが機能を

十分に発揮できるよう関係者間で連携を図るとともに、必要な支援を実

施していく。 

○ 救急搬送体制 

「播磨姫路救急搬送システム（＊）」（HEARTS）などの ICT 技術を積極

的に活用し、今以上に消防機関と医療機関が的確かつリアルタイムに情

報を共有し、円滑な救急搬送体制の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  医療資源を活かした広域連携の強化・人材育成 

 

 

 

 

 

○ 播磨姫路圏域の連絡調整会議等を通じて、広域的な救急患者受入れのた

めの体制整備に努める。 

○ 医療従事者の確保・人材育成 

市域・医療圏域を越えた救急搬送の増加に対応できるよう、県、近隣

の各市町、各医師会・医療機関との連携を強化し、地域の医療資源を効

果的に活用した広域的な体制づくりを推進する。 

 

 ２ 
 

（＊）播磨姫路救急搬送システム（HEARTS） 

医療機関の応需情報や救急搬送状況をリアルタイムに共有するシステム。 

播磨姫路圏域の救急告示病院を中心とした 38病院が参加している。（令和５

年現在） 

播磨姫路圏域は、救急隊の搬送困難事例の割合が高いため、医療機関と救急

隊の連携を図り、円滑な救急搬送体制の確保を図る。 
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市内医療従事者の確保に努めるとともに、救急対応能力の向上に向け

た取組（医療従事者の研修）を進める。 

 

  救急医療を守るための啓発、協働の推進  

 

 

 

 

   

 

○ あらゆる広報媒体や救急医療フォーラム等の機会を活用して、救急車の

適正利用や受診行動のあり方、急病時の対処方法等について市民啓発を

行うとともに啓発の評価を行い、より良い啓発活動に努める。 

○ 医療機関、行政機関、市民の相互理解・連帯を進め、地域社会全体で救

急医療を守る気運を醸成する。 

○ 限られた救急医療の資源を守るため、新たに導入した救急安心センター

ひめじ（＃7119）（※）並びに既存の電話相談事業（292-4874、＃8000）

の積極的な活用を促すなど、市民啓発を強化するとともに、必要な検証

を行う。 

  ※令和５年 10月現在、予算を確保し、令和６年１月 15日開始予定 

 

  地域医療連絡会議等による体制づくりの推進  

 

     

 

 

○ 「姫路市地域医療連絡会議」において、地域医療の推進のため、医療に

係る諸課題等について、今後も継続して協議を進める。 

○ 姫路市救急医療協会の機能強化を図り、定期的に救急医療に関する意見

交換を行う場づくりや調査研究を行う。 

 

将来にわたり救急医療を安定的に提供することができるよう、関係機

関が協力して、市民に対し適正利用に関する啓発に努めるとともに、普

及の担い手としての地域団体、ボランティア、企業、教育機関等と協働

し、救急医療を守る社会づくりを目指す。 

 

意見交換を行う場として、医療関係者、地域団体の代表者等による連

絡会議を開催し、目指すべき救急医療体制の実現に向けて検討する。 

 ３ 
 

 ４ 
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第１節 救急医療体制の再構築について 

 

  一次救急医療体制の充実  

 

◆現状と課題◆ 

(1) 姫路市休日・夜間急病センターの利用者の動向 

利用者数は、休日診療が始まった昭和 61年度から増加し続けて、平成 13

年度に年間利用者数が４万人を超えた。平成 21 年度の新型インフルエンザ

流行時には５万人近くまで増加し、その後は４万人前後で推移してきた。し

かしながら、令和２年に新型コロナウイルス感染症が流行して以降、市民の

医療機関受診控えや感染症対策の徹底により、年間利用者数は激減した。新

型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後は、利用者数が徐々に回復傾向

にある。 

不急患者（＊）の推移については、昭和 61年以降平成４年まで減少し続

けた後、横ばいの状態が続いていたが、姫路市救急医療電話相談事業（小児

科）を開始した平成 21年度に大きく減少した。その後、平成 25年より増加

傾向に転じたことから、平成 30 年度からは、姫路市救急医療電話相談事業

（小児科）の対象範囲を中播磨・西播磨全域に拡大し、姫路市休日・夜間急

病センターの不急患者の減少に努めているが、近年は高い割合で推移してい

る。 

なお、姫路市休日・夜間急病センターが翌朝まで診療体制を維持してい

ることなどから、周辺市町の住民にとっても重要な役割を担っており、全患

者数のうち市外からの利用者は、約２割となっている。また、令和３年度か

らは、東播磨地域の２市２町（加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）の耳鼻

咽喉科の在宅輪番制度が廃止されたことにより、姫路市休日・夜間急病セン

ターで眼科に加え、新たに耳鼻咽喉科患者の受入れを開始したため、さらに

市外からの利用者数は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

第３章 姫路市の救急医療の現状、課題及び推進方策 
 

 １ 
 

（＊）不急患者 

出務医師の判定による。全体を 100％とし、「急病」患者と来所の必要がないと

思われる「不急」患者に診療後、医師が区分するもの。 
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図表１ 年間利用者数の推移 

 

 

資料：「姫路市休日・夜間急病センター統計年報」データより 

 

図表２ 不急患者の推移 

 

 

資料：「姫路市休日・夜間急病センター統計年報」データより 
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図表３ 市外利用者数の推移 

 

 

資料：「姫路市休日・夜間急病センター統計年報」データより 

 

(2) 姫路市休日・夜間急病センターの診療体制 

昭和 54 年の開設以来、市内の開業医を中心に近隣市町の医師、大学から

の医師、非常勤医師が当番制で出務し、休診日のない診療体制を堅持してき

た。 

平成 21年からは夜間診療時間を１時間短縮し、平成 29年度からは受付時

間を設けるなど、診療体制を見直した。 

しかしながら、特に内科や小児科においては、医師会員の高齢化等に伴い

出務医師が減少傾向にあり、持続可能な診療体制を維持するためにも、その

確保が急務となっている。 

加えて、令和６年４月からの医師の働き方改革の全面施行に伴い、出務医

師の確保と働き方改革の両立が必要となっており、今後の医師の働き方改革

の進展を踏まえ、引き続き将来にわたり持続可能な診療体制について検討を

行っていく必要がある。 

また、看護師についても、平均在職年数が短期間に留まるなどの課題があ

り、安定的な人材の確保が求められている。 
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図表４ 県内の主な急患センターの令和４年度利用者数 

 

 

資料：姫路市救急医療協会提供 

 

図表５ 県内の主な急患センターの夜間診療受付時間 
図表５　県内の主な急患センターの夜間診療受付時間

（時刻）

阪神北広域

7 8時

神戸市

尼崎市

明石市

1 2 3 4 5 619時 20 21 22 23 0

姫路市

東はりま

内 科

小児科

小児科

内 科

小児科

内 科

小児科

内 科

小児科

内 科

小児科

 

資料：姫路市救急医療協会提供 
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図表６ 姫路市休日・夜間急病センターの年間出務医師割合 

 

資料：姫路市救急医療協会提供 
 

(3) 外傷系一次救急への対応 

平成 18 年から整形外科の一次救急については、日曜昼間整形外科在宅輪

番制度が開始され、日曜昼間の外傷系一次救急について体制整備がなされた。

一方で、姫路市休日・夜間急病センターでは、開設当初から外科系科目がな

く、夜間や日曜以外の休日における軽症の外傷系救急患者は、自身で救急告

示医療機関など受診先を選定する必要が生じている。 

そのような状況の中、外傷系一次救急への対応については、令和４年５月

に開院した兵庫県立はりま姫路総合医療センターにおいて、「止血のために

縫合処置が必要な外傷や鼻出血」については診療を実施している。 

しかしながら、外傷系一次救急の抜本的な解決には至っていないことから、

特定の医療機関や救急隊に負荷がかかっている。 
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図表７ 日曜昼間整形外科在宅輪番 利用者数の推移 

 

 

資料：姫路市救急医療協会提供 

 

◆推進方策◆ 

(1)姫路市休日・夜間急病センターの診療体制等の充実 

診療体制を維持するためには医療従事者の確保が最優先課題である。周辺

市町開業医への出務応援要請などの取組や大学医学部附属病院からの医師

の派遣協力依頼、非常勤医師の雇用に引き続き努める。また、出務医師等の

診療に係る負担軽減を図るため、フロアマネージャーの確保など、引き続き

診療環境の充実に努める。また、今後の医師の働き方改革の進展を踏まえ、

将来にわたり持続可能な診療体制についての検討や医療従事者の待遇改善

を図りその確保に努める。さらに、今後の出務医師の減少を見据え、医師会

及び救急医療協会と連携し、新たな医師の確保に向けた取組を進める。 

 

(2)外傷対応輪番等の検討 

軽症外傷等については、日曜昼間整形外科在宅輪番等の維持・充実を図

る。加えて、医療機関の機能分化を図るため、姫路市休日・夜間急病セン

ターでの軽症事例への対応や外傷研修の実施、外傷対応輪番体制の創設、

医療情報システムを活用した当直医の専門分野の見える化等の方策を検討

する。 
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  二次救急医療体制の確保  

 

◆現状と課題◆ 

(1) 救急告示医療機関の減少 

市内の救急告示医療機関は、令和４年度末現在で 20 施設となっており、

平成 11年度の 28施設と比較すると少ない状況にある。 

その背景には、救急医療は病院経営上の採算性が低く、加えて医療従事

者不足が深刻化し、当直体制の維持が困難になっていることが挙げられる。

また、本来は一次救急医療機関等で対応可能な軽症患者が二次救急医療機関

に多く来院し、医療従事者に過度の負担が掛かっていることも影響している。 

 

図表８ 姫路市内の救急告示医療機関数の推移 

 

 

資料：「姫路市保健衛生年報」より 

 

(2) 後送輪番体制の脆弱化 

姫路市休日・夜間急病センターでは、昭和 54年の開設当初から、同セン

ターで対応困難な重症患者を後送輪番医療機関へ送る後送輪番体制を整

備・運用してきた。また、後送輪番医療機関にあっては、そのほとんどが救

急告示医療機関でもあるため、輪番日以外も二次救急を担ってきた。 

近年、医療現場での勤務の激化や訴訟リスクへの懸念等から後送輪番医

療機関への医師派遣が敬遠されるなど、医療従事者不足が進み、当直体制の

 ２ 
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維持が困難になっており、その結果、後送輪番から撤退するところが相次い

だ。後送輪番医療機関の待機料の増額や医療従事者の確保支援等、体制維持

のための支援を強化しているが、最も多かった平成９年４月現在で 43 施設

あった後送輪番医療機関は、平成 30 年度及び令和元年度に更なる財政措置

を行うも、令和４年度末現在では 23 施設（＊）となり、残った参加医療機

関にとって重い負担となっている。それに加えて、令和６年４月からの医師

の働き方改革の全面施行に伴い、各医療機関において、当直医の確保と医師

の働き方改革との両立が必要となり、負担の増加が懸念されている。 

また、後送先及び二次救急患者の搬送先には、偏りが生じており、一部

の救急医療機関に負担が生じているため、医療機関の機能分化の検討が必要

である。 

なお、昭和 61年度から、東播磨地域の２市２町の眼科の患者を姫路市休

日・夜間急病センターで受入れている。また、東播磨地域の２市２町の耳鼻

咽喉科において、在宅輪番制度が廃止されたことにより、令和３年度から新

たに耳鼻咽喉科患者の受入れを開始し、後送病院として東播磨地域の３病院

が参画しており、広域的な輪番体制を実施している。 

 

 

 

 

 

図表９ 後送輪番医療機関数の推移 

 

 

資料：「姫路市休日・夜間急病センター統計年報」データより 

（＊）後送輪番医療機関 23施設 

内訳は、市内の救急告示医療機関が 19 施設、市内の救急告示を受けていな

い診療所が１施設、市外の救急告示医療機関が３施設。 
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図表 10 令和４年度 後送輪番充足率 

 

 

資料：地域医療課調べ 

 ※夜間日数、休日日数を 100％とし、後送当番を実施した回数を診療科目ごとに割合算出 

 

◆推進方策◆ 

(1) 二次輪番体制の再構築 

兵庫県立はりま姫路総合医療センターや三栄会広畑病院の開院を踏まえ、

限られた医療資源を有効活用できるよう、患者の緊急度に応じた二次救急医

療体制の機能分化を図ることに加え、救急患者の受入実績を加味した委託方

式を検討するなど、体制の再構築を進める。 

また、周産期救急医療体制の維持・充実を図るため、総合周産期母子医療

センターに対して支援を行う。 

 

(2) 広域的な輪番体制づくりのための検討 

近隣市町の救急医療資源へ着目し、兵庫県や各市町、各医師会・医療機

関と連携し、広域的な輪番体制の整備を図る。 
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(3) 回復期・慢性期患者の転院等の促進 

急性期の治療を終えた回復期・慢性期の入院患者の円滑な転院や在宅療

養への移行を促進するため、地域連携クリティカルパス（＊１）や各圏域

の入退院調整ルール（＊２）等の運用により、病院間、病院と診療所間等

の連携が図れるよう支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 下り搬送の促進 

救急の受入不能例の減少を図るべく、中等症以上の患者を高度な救急医

療が提供できる医療機関で治療した後に搬送する後送病床（回復期病床）

の確保を進め、回復期病床を有する医療機関での受入れの促進を図るなど、

限られた医療資源の有効活用を検討する。 

（＊１）地域連携クリティカルパス 

患者が切れ目無く治療を受けるために、患者並びに急性期、回復期及び慢性期

など様々な役割を持つ病院間で共有する診療計画書 

（＊２）入退院調整ルール 

入院医療と在宅療養間の円滑な移行を目指し、要介護者の入退院時に医療機関

と介護機関相互において、患者ごとに必要な情報を共有している。中播磨圏域入

退院調整ルールについては、平成 25年４月から運用を開始。 
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  三次救急医療体制の確保  

 

◆現状と課題◆ 

本市を含む播磨姫路医療圏域の三次救急機能は、令和４年５月に開院した兵

庫県立はりま姫路総合医療センターが担っており、同センター開院前の課題で

あった、救急医の分散配置や不足する診療科の存在は解消され、十分な救急対

応が期待できる状況である。 

しかし、同センターの持つ機能を今後も継続して十分に発揮させていくため

には、重症度合いに応じた搬送先の分散化などが課題となっている。 

 

 

図表 11  兵庫県立はりま姫路総合医療センター 統合再編の概要 

 

資料：地域医療課調べ 

 

 ３ 
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資料：「兵庫県保健医療計画」より 

 

図表 12  兵庫県の救急医療圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆推進方策◆ 

兵庫県立はりま姫路総合医療センターが三次救急医療の機能を十分に発揮

出来るよう、重症度合いに応じた搬送先の分散化を推進するため、一次救急医

療体制の機能強化に努めるとともに、本市の医療提供体制に即した休日夜間の

輪番体制の構築に向けた議論を進めるなど、播磨姫路医療圏域の医療機関や行

政機関との連携を強化し、必要な支援を実施していく。 

 

 

 救急広域連携の推進  

 

◆現状と課題◆ 

(1) 救急患者の流出入の動向 

平成 28 年から令和元年までは 23,000 人前後で横ばい傾向にあったが、

令和２年より発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、人流が抑

制され、救急搬送件数自体は減少。しかし、救急現場の負担は増加してい

る状況にある。その後、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種などが

 ４ 
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進み、人流が回復したことにより、令和４年以降は救急搬送件数が増加傾

向にある。 

次に、姫路市における救急搬送患者の流出入の状況については、流入数

の合計では、平成 28年の 5,072人から 5,664人へと増加（+592人）してい

る。その中で、西播磨地域からの患者数は、平成 28年の 3,767人から令和

４年の 4,016 人と高い水準で増加傾向にあり、周辺地域からの流入状況の

中で突出している。また、流出数の合計については、平成 28年の 1,206人

から令和４年の 1,762人へと増加（＋556人）している。中でも、東播磨地

域への患者数は、市内での受入病院がないことから、平成 28年の 589人か

ら令和４年の 902人へと増加している。 

 

図表 13 救急搬送人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 14 姫路市における救急搬送患者の流出入の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域医療課調べ 

   県下消防本部へ調査を実施 
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図表 15 周辺圏域における救急搬送患者の流出入の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：姫路市消防局調べ 

※中播磨は姫路市を除く 
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図表 16 播磨地域の医療機関の状況 

 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 

病院数 39施設 22施設 37施設 23施設 
診療所数 547施設 218施設 449施設 179施設 
人口 10 
万人対比 

病 院 5.5施設 8.4施設 6.5施設 9.5施設 
診療所 76.6施設 83.6施設 79.0施設 73.6施設 

病院の病床数 7,457床 4,391床 6,423床 3,476床 
診療所の病床数 474床 111床 325床 123床 
人口 10  
万人対比 

病 院 1,044.0床 1,684.0床 1,130.8床 1,428.8床 
診療所 66.4床 42.6床 57.2床 50.6床 

総人口 714,287人 260,742人 568,018人 243,286人 

資料：「令和３年兵庫県医療施設調査」（令和３年 10月現在）より 

 

(2) 県、近隣市町、医師会、医療機関との連携状況 

   中播磨・西播磨地域メディカルコントロール協議会（＊）では、年２回、

各消防本部や医療関係機関と協議を行い、救急隊の救急活動状況や、国の指

針など様々な情報共有を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 医療機関との連携状況（救急ワークステーション（＊）の導入状況） 

   現在、姫路聖マリア病院及び兵庫県立はりま姫路総合医療センターにて救

急ワークステーション方式を導入し、医師・看護師の指導の下、病院実習を

実施している。 

  姫路聖マリア病院での救急ワークステーションにおいては、救急隊を病院

に派遣し、現場への出場体制を維持しながら、院内で医師・看護師の指導の

下、病院実習を実施している。救急救命士以外の救急隊員も一緒に病院実習

を行うことにより、隊全体で専門的な医学知識を深め救急活動の向上を図っ

ている。 

（＊）中播磨・西播磨地域メディカルコントロール協議会 

  中播磨・西播磨地域メディカルコントロール協議会は、メディカルコントロ

ール体制について協議・調整を行い、救急業務の高度化を図るとともに、救急

業務を円滑に行うことを目的とし、①指示、指導・助言（医師による処置に対

する指示）、②事後検証（救急隊の活動を医学的観点から、２か月ごとに委員

会を開催し検証）、③「教育」（救急隊員に対し定期的に医学的な教育等）、④

「プロトコルの策定」（救急活動の指針の作成）を行っている。 

  メディカルコントロールとは、救急現場から医療機関まで、傷病者の方が搬

送されるまでの間に、救急救命士を含めた救急隊員が行う応急処置の質を担保

（保障）する取組のことである。 
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  兵庫県立はりま姫路総合医療センターでのワークステーションにおいては、

消防局から指導救命士を専任で１名派遣し、効果的な病院実習内容の調整と

指導医師とともに隊員の教育を行っている。また病院にはワークステーショ

ン用救急車を配置し、実習には各署所から救急救命士が派遣され、ワークス

テーション隊として現場活動を行いながら、指導救命士から現場活動におい

て直接指導・助言を受けるとともに、院内において指導医師から活動評価、

指導・助言を受けることができ、救急救命士としての高度な医学知識の習得

と救急活動の質の向上を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆推進方策◆ 

(1) 県、近隣市町、医師会、医療機関との連携推進 

中播磨・西播磨地域メディカルコントロール協議会や姫路市地域医療連絡

会議などを活用し、各市町における救急医療体制の整備、相互受入れのため

の広域体制の整備、住民啓発等について、継続的な協議を進める。 

 

 (2) 救急ワークステーション方式の充実 

 救急ワークステーション方式は、救急隊が現場への出場体制を維持しなが

ら、院内で医師・看護師の指導の下、専門的な医学知識を学ぶとともに、医

療機関との良好な関係の構築も図られ、救急活動の向上に効果的な取組とな

っている。 

そのため、現行の救急ワークステーション方式の研修を充実させ、医療機

関と良好な関係を維持するとともに、救急救命活動の質の向上を図っていく。 

 

（＊）救急ワークステーション方式 

  救急隊が現場への出場体制を維持しながら、院内で医師・看護師の指導の下、

病院実習を行う。姫路市消防局では、救急隊を直接、研修先医療機関に派遣す

る方式と、ワークステーション用救急車を医療機関に配置し、救急救命士を研

修先に派遣する方式の２つの方式で行っている。 
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  救急搬送体制の整備充実  

 

◆現状と課題◆ 

（1）救急搬送人員の増加 

 救急搬送人員は年々増加しており、その内約 40％が軽症である。 

救急車は地域の限られた資源であり、救急件数が増えると緊急度・重症度

の高い事案への対応が遅れる危険性がある。 

また、高齢者の救急搬送人員は、令和４年救急搬送人員全体の約 63％を

占めている。高齢者の救急搬送は、病態把握や搬送先医療機関の選定に時間

を要することが多く、現場滞在時間の延長に繋がりやすいため、迅速な搬送

が行える体制づくりが必要である。 

 

図表 17  傷病程度別搬送件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 18  年齢別救急搬送人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「令和 4年版姫路市消防年報」より 

 ５ 
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（2）ICT を活用した救急搬送 

  ア  「播磨姫路救急搬送システム」（HEARTS）の活用 

    令和３年 10月から HEARTSの運用を開始し、救急隊は各医療機関のリア

ルタイムな応需情報を把握することが可能となった。また、各救急隊の病

院照会状況や搬送実績についても共有することで、病院照会数や現場滞在

時間の短縮を図っている。 

    HEARTS には、国の「緊急度判定プロトコル ver.３」と全県版・地域版

の「傷病者の搬送と受入れの実施基準」が反映されており、救急隊の病院

選定の標準化も行っている 

    しかし、救急患者の搬送先病院が、市内主要病院に集中している傾向が

あり、搬送先選定について検討する必要がある。 

さらに、患者の観察情報を正確・迅速に医師等に伝えることができるよ

う救急隊員の情報伝達力の向上や、医療機関側からの迅速な収容可否の返

答が得られるような体制づくりが必要である。 

 

  イ  「兵庫県広域災害・救急医療情報システム（＊）」（EMIS）の活用 

HEARTSは通常時の搬送先選定に活用し、非常時の多数患者発生時や搬送

困難時には兵庫県広域災害・救急医療情報システム（EMIS）のエリア災害

や個別搬送要請を活用する。 

システム活用時、医療機関側からの応需返答に時間を要することがある

ため、状況に即した迅速な対応が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）兵庫県広域災害・救急医療情報システム（EMIS） 

「救急・災害システム」「医療機関情報システム」「周産期医療情報システム」

の３つのサブシステムで構成されている。 

「救急・災害システム」では、救急医療に対応できる診療機能（診療・手術

の可否、空床の有無など）を収集し、各消防本部等が検索して、救急患者の円

滑な搬送と受入れを図ることができる。 
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図表 19  搬送困難件数と搬送件数に占める搬送困難の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※搬送困難：病院照会４件以上かつ現場滞在時間 30分以上 

  ※令和２年から新型コロナ感染症の流行により搬送困難率が上昇している。 

資料：姫路市消防局調べ 

 

◆推進方策◆  

（1）救急医療情報キット（＊１）やマイナンバーカード（＊２）の活用 

救急患者の正確な医療情報を把握し、緊急時に迅速かつ適切な搬送先の確

保が行えるよう、救急医療情報キットの活用を推進する。 

また、マイナンバーカードで患者の医療情報の閲覧が可能となれば、病院

選定等に活かし、救急業務の迅速化・円滑化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

8 月末まで 

（＊１）救急医療情報キット 

既往歴や受診医療機関等が記載された情報用紙を、あらかじめ指定された場

所へ保管する専用容器一式のこと。姫路市では、災害時要援護者支援事業と一

体的に運用しており、災害時要援護者台帳への登録時にキット一式を配布し、

冷蔵庫内で保管するよう促している。 

（＊２）マイナンバーカード 

  現在、救急活動時において、マイナンバーカードを活用し、医療情報を閲

覧するシステムについて国で検討が進められている。 
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（2）HEARTSの更なる活用の推進 

令和３年 10月より導入した HEARTSについて、今以上に有効活用出来るよ

う、医療機関と更なる連携を行い、救急患者情報を追加する等、HEARTS の

拡充について検討を進めるとともに、搬送先医療機関が偏らないよう、救急

患者の緊急度・重症度に応じて市内救急告示病院全体へ分散搬送を進める。 

また、中播磨地域の搬送困難を解消するために、HEARTSに蓄積された様々

なデータを分析・研究して問題点を抽出し、課題解決を図っていく。 

 

（3）救急隊員教育の充実 

病院照会において、患者の観察情報を正確・迅速に医師等に伝えることは

重要であり、病院照会時間の短縮にも繋がる。そのため、救急ワークステー

ション等での研修時に、救急隊員の情報伝達力の向上と医療機関との認識の

共有を図るなど、救急隊員教育の充実を図る。 

 

（4）EMISの活用、充実 

災害時において、早期に災害情報を関係機関（医療機関、消防等）に周知

し、情報の共有を行うことにより、広域搬送を考慮した救急搬送体制の確保

を図る。 

 また、医療機関からの応需返答について迅速な対応が図られるよう、県及

び医療機関と連携を進める。 
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第２節 地域の救急医療を守る取組について 

 

  医療従事者の確保  

 

◆現状と課題◆ 

現在、都市部と地方との間の医師偏在化の問題が進行しており、また、医

学部を設置する大学がないなどの課題を有する自治体は医師確保が難しい状

況も続いている。その結果、臨床現場の医療資源が不足し、救急搬送困難事

例増加の一因となっている。 

それらの課題解決に向け、姫路市では、平成 23 年度に臨床研修医奨励金制

度を創設し、平成 25年度からは地域医療夏季セミナーの開催、平成 30年度か

らは医学生向け就職説明会への姫路市合同出展を開始するなど各種施策を実

施している。更に、平成 25 年度からは看護師病院合同就職説明会・看護系学

校合同進学説明会へ参加するなど、医師以外の医療従事者の確保に向けた取組

も進めている。 

これらの様々な医療従事者確保施策によって改善されている状況ではある

が、依然、姫路市の医師数は全国平均、県平均を下回っている状況となってお

り、臨床現場の医療資源不足は大きな課題となっている。 

また、救急現場において限られた医療資源を有効に活用し、本市の救急医

療提供体制を充実させる施策の検討も喫緊の課題となっているとともに、女性

医療従事者については、出産を機に離職することが多く、今後の医師確保等を

考える上で女性医療従事者が働きやすい環境をつくることも重要である。 

 

◆推進方策◆ 

（1）医療従事者確保施策の推進 

臨床研修医奨励金制度のより効果的な活用方法を検討するとともに、新た

な医師確保施策の検討を進め、本市の医師数の増加に向けた取組を進める。 

また、女性医療従事者については、ライフスタイルの変化をきっかけに離

職に繋がる事例が多いことから、離職防止や復職支援に向けた施策を検討し、

従事者全体の維持確保に努める。 

 

（2）リカレント教育の推進 

医療現場の質を更に高めることを目的に、リカレント教育及びタスクシフ

ト・タスクシェアの推進に向けた支援を検討する。また、市内医療機関に勤務

する医療従事者の救急リテラシー向上に向けた研修会の開催を支援する。 

 

 １ 
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図表 20 10万人あたりの医師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計」より 

※令和４年の値は、令和５年度中に発表される予定 

 

図表 21 姫路市内の臨床研修医在籍者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：姫路市地域医療課調べ 
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  市民啓発と協働の推進  

 

◆現状と課題◆ 

本市では、夜間や休日に医療電話相談が救急医療機関へ多数寄せられてお

り、救急医療機関の窓口がひっ迫している。また、救急車や救急医療機関の

不要不急の利用が一定の割合で生じていることから、重篤患者の診療に支障

を来たし、救急医療を担う医療従事者への過度な負担が懸念される。 

さらに、高齢化の進行に伴い、今後、救急医療に対する需要が益々増加し

ていくことが見込まれることから、市民に対し、救急医療に関する正しい知

識や理解の普及が必要である。 

 

◆推進方策◆ 

(1) 電話相談体制の整備と周知 

市民への安心の提供や医師の働き方改革を踏まえた医療機関の負担軽減

等を図るため、小児の救急医療電話相談事業に加え、令和６年１月より開

始した全年齢を対象とした救急医療電話相談事業「救急安心センターひめ

じ（＃7119）」（※）の市民への定着を図る。 

※令和５年 10月現在、予算を確保し、令和６年１月 15日開始予定 

  

(2) 適正利用のための市民啓発 

受診行動のあり方について、あらゆる広報媒体に加えて、救急医療フォ

ーラム等の機会を活用し、正しい知識や理解の普及に努める。 

また、救急車の適正利用、事故・病気の予防、急病時の対処方法や在宅

での看取りのあり方等について、関係機関と連携し、各家庭に届くように

普及啓発に努めるとともに、啓発の評価を行いより良い啓発活動に努める。 

 

(3) 市民への情報提供、市民活動に対する支援 

市民と医療機関の相互理解を促進するため、救急医療情報を市民に対し

積極的に提供するとともに、救急医療を守る活動に取り組む地域団体・ボ

ランティア・企業・教育機関等との協働を推進する。また、日頃の健康状

態を管理するとともに、病気の予防や早期発見・早期治療につなげるよう

かかりつけ医（＊）の普及に努める。 

 

 

 

 

 ２ 
 

（＊）かかりつけ医 

  日常の健康管理や一般的な疾病に対する診断・治療、在宅医療支援を担う、

身近で頼りになる医師のこと。 
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図表 22 救急医療体制についての市民意識 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度第 1回市政モニターアンケート調査結果より抜粋 
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  今後の推進体制  

 

平成 28 年度に設置した市議会、医師会、医療関係者、地域団体の代表者及

び行政機関で構成する「姫路市地域医療連絡会議」において、今後も救急医療

を含む諸課題について検討し、地域医療の推進を図る。 

上記に加え、救急医療に係る諸課題を解決し施策を推進するため救急医療協

会の体制及び機能強化を図る。 

 

図表 23 姫路市における推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 
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図表 24 目指すべき救急医療体制像 
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資料編 

１ 姫路市の救急医療方策に関する指針の見直し検討体制 

 

○姫路市地域医療連絡会議開催要領 

１ 趣旨 

  この要領は、姫路市の地域医療に関する諸課題について意見交換をするための姫路市

地域医療連絡会議（以下「連絡会議」という。）の開催について必要な事項を定めるもの

とする。 

２ 所管事項 

  連絡会議は、次の事項について意見を交換するものとする。 

 ⑴ 姫路市の地域医療に関する諸課題に関すること。 

 ⑵ その他地域医療に関する施策の推進のために必要なこと。 

３ 参加者 

  連絡会議は、次に掲げる者の中から市長が指名する者をもって開催する。 

 ⑴ 市議会議員 

 ⑵ 医師会及び医療関係者 

 ⑶ 地域団体の代表者 

 ⑷ 行政関係者 

 ⑸ 前各号に掲げる者以外の者で、市長が必要と認める者 

４ 意見の取扱い 

  市長は、地域医療に関する施策の検討及び推進において、連絡会議で表明された意見 

を参考とするものとする。 

５ 座長、副座長 

  市長は、連絡会議の進行を行わせるため座長及び副座長を置くことができる。 

６ 部会 

  市長は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。 

７ 庶務 

  連絡会議の庶務は、健康福祉局保健医療部地域医療課において処理する。 

８ 補則 

  この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

  附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１４日から施行する。 

２ 姫路市救急医療連絡会議開催要領（平成２６年４月１日制定）は、廃止する。 

  附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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  附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和５年７月１日から施行する。 

 

２ 委員名簿 

○地域医療連絡会議委員（敬称略・順不同） 

区 分 氏 名 役職等 備考 

市議会議員 有馬 剛朗 姫路市議会議員 令和５年６月まで 

 中西 祥子 姫路市議会議員 令和５年６月から 

医師会 石橋 悦次 姫路市医師会 会長  

 中谷 裕司 姫路市医師会 副会長  

 吉川 誠之 姫路市医師会 理事  

医療関係者 井野 隆弘 西播民間病院協会 理事  

 段 充 姫路市歯科医師会 会長  

 浦上 文男 姫路薬剤師会 会長  

 駒田 香苗 兵庫県看護協会 西播支部 地区理事 令和５年６月まで 

 沢田 洋子 兵庫県看護協会 西播支部 地区理事 令和５年６月から 

 三木 千春 中播磨訪問看護ステーション連絡会 会長  

地域団体の代表

者 

北川 博康 姫路市連合自治会 会長  

岩田 稔恵 姫路市連合婦人会 会長  

 酒見 宣子 姫路市老人クラブ連合会 副会長  

 出雲 康子 姫路市民生委員児童委員連合会 理事  

行政機関 田所 昌也 兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長  

 北窓 隆子 姫路市 医監  
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○地域医療連絡会議オブザーバー（敬称略・順不同） 

区 分 氏 名 役職等 

医師会及び 

医療関係者等 

金廣 有彦 姫路聖マリア病院 病院長 

河村 哲治 姫路医療センター 院長 

岡田 裕之 姫路赤十字病院 院長 

木下 芳一 はりま姫路総合医療センター 院長 

夫 由彦 ツカザキ病院 院長 

中西 孝幸 姫路市医師会 事務局長 

柳川 拓三 兵庫県 中播磨健康福祉事務所長 

 

○救急医療専門部会委員（敬称略・順不同） 

区 分 氏 名 役職等 

医療関係者 石橋 悦次 姫路市医師会 会長 

 中谷 裕司 姫路市医師会 副会長 

 吉川 誠之 姫路市医師会 理事 

 木下 芳一 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 院長 

 岡田 裕之 姫路赤十字病院 院長 

 夫  由彦 ツカザキ病院 院長 

 東  靖人 兵庫県民間病院協会 理事 

 沢田 洋子 兵庫県看護協会西播支部 地区理事 

行政関係者 北窓 隆子 姫路市 医監 

 改發 久樹 姫路市 消防局次長 

○救急医療専門部会アドバイザー（敬称略・順不同） 

区 分 氏 名 役職等 

大学関係者 眞庭 謙昌 神戸大学医学部附属病院 病院長 

○救急医療専門部会オブザーバー（敬称略・順不同） 

区 分 氏 名 役職等 

病院関係者等 金廣 有彦 姫路聖マリア病院 病院長 

 河村 哲治 姫路医療センター 院長 

 礒部 尚志 
中播磨・西播磨地域メディカルコントロール 

協議会 会長 
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３ 会議の検討経緯 

 

日 程 会議等 議題等 

令和５年３月 20日 地域医療連絡会議 

・「姫路市の救急医療方策に関する指針」の

見直しスケジュール及び検討項目等につい

て検討 

令和５年７月 21日 
第１回救急医療専

門部会 

・市民モニターアンケート調査結果報告 

・救急搬送に係る情報共有 

・救急医療体制の検討 

令和５年８月 29日 
第２回救急医療専

門部会 

・救急搬送に係る情報共有 

・今後の輪番体制等の検討 

・姫路市の救急医療方策に関する指針の改

定ポイントの検討 

令和５年 11月７日 
第３回救急医療専

門部会 

・「姫路市の救急医療方策に関する指針

（案）」（中間取りまとめ）について検討 

・＃7119の導入に係る報告 

令和５年 12月 18日 

～ 

令和６年１月 18日 

市民意見提出手続

（パブリック・コ

メント）の実施 

・「姫路市の救急医療方策に関する指針

（案）」（中間取りまとめ）を公表し、市

民意見を募集 

令和６年２月 
第２回地域医療連

絡会議 

・「姫路市の救急医療方策に関する指針

（案）」（最終取りまとめ）について検討 

令和６年３月 指針策定、公表 
・「姫路市の救急医療方策に関する指針」の

策定、公表 
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４ 令和４年度開催 「救急医療体制等に係る Web懇談会」 論点整理 

 

 

 令和４年度に基幹病院長、姫路市医師会役員等を構成員として、本市の救急医療体制の

課題の抽出を目的とした「救急医療体制等に係る Web 懇談会」を４回開催した。当懇談会

は、本市の１次から３次救急医療体制、救急搬送体制及び救急医療に関する市民啓発等を

議題とし、抽出された意見や課題等の整理を実施し、下記のとおりとりまとめを行った。 

 

Ⅰ．一次救急医療体制の現状と課題 

【小外傷対応】 

〇 休日・夜間急病センターでは、開設当初より外科系科目がないため、受診者に救急

告示病院のリストを渡す対応をとっている。これは、市民サービスの観点からも、

また、特定の病院に負荷がかかる点からも、改善・工夫が必要ではないか。 

〇 小外傷対応のセンター又は小外傷対応の輪番制度を作ればよいのではないか。 

〇 広島市で医師会が運営している夜間急病センターの傷外来を研究してはどうか。 

【医師の働き方改革への対応】 

〇 休日・夜間急病センターの出務医の確保が課題であり、医師の働き方改革を踏まえ

て持続可能な診療体制について検討する必要があるのではないか。 

 

Ⅱ．二次救急医療体制の現状と課題 

【二次輪番制の構築と公表】 

〇 姫路市では休日・夜間急病センターの後送輪番体制があるが、市民に医療機関名を

公表した二次輪番制がないため、体制の構築が必要ではないか。 

〇 二次輪番制を軽症の 1.5 次を診療する施設と、重症の 2.5 次を診療する施設に分類

し、役割分担をすることが望ましいのではないか。 

〇 輪番医療機関のすそ野を広げる必要があるのではないか。 

〇 他市の輪番制を研究してはどうか。 

【委託料について】 

〇 輪番医療機関への委託料は、当番日数のみでなく、受入患者数を考慮したものにす

るべきではないか。 

 

Ⅲ．三次救急医療体制の現状と課題 

〇 一次、二次医療機関がまず患者を受入れし、可能な初療対応をしつつ緊急度判定を

行い、はり姫に転送することで、効率的な重症二次、三次対応が可能になるのでは

ないか。 
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〇 「下り搬送」を姫路市でも推進していく必要があるのではないか。 

     搬送においては、原則、民間救急事業者を利用する。ただし、医療措置等の継続

が必要な場合は救急車での搬送も考慮する。 

 

Ⅳ．救急搬送と救急搬送支援システムの利活用に係る現状と課題 

〇 コロナ禍があったものの、はり姫の開院と救急搬送支援システムの導入によって搬

送困難割合が改善したと言えるまでには至っていないのではないか。 

〇 姫路消防管轄内の搬送困難割合は、兵庫県平均を大きく上回っている。救急搬送の

課題解決に向けて、分散搬送の取り組みや、救急搬送困難事案について、ケース・

スタディを現場にフィードバックする必要があるのではないか。 

〇 医療機関名を公表した輪番制がとられてないため、市民が救急要請をせざるを得な

い現状があるのではないか。 

 

Ⅴ．市民に対する広報・啓発に係る現状と課題 

〇 小児の電話相談に加えて成人の電話相談を導入し、市民への安心の提供や、医療機

関の負担軽減、夜間帯の受診抑制につなげる必要があるのではないか。 

〇 姫路市が有するマルチメディア媒体に加えて、救急医療フォーラム等の機会を活用

して、各家庭に届く啓発普及が必要ではないか。 

 

Ⅵ．その他（医療従事者の確保） 

〇 医療提供体制の充実に対応した研修医定員枠の確保が必要ではないか。 

 

 

 

 

 



- 40 - 

 

５ 救急医療体制整備のあゆみ 

 

年 姫路市の動き 県・公的医療機関等の動き 国の動き 

昭和 38年 

●日曜緊急救護所開設 
  市と市医師会の協定により、市内４カ所の
医療機関（内科、小児科開業医）で日曜日の
在宅輪番制を実施する。（※昭和 40 年からは
９時～20時に変更） 

  
●消防法の一部改正 
救急搬送業務の法制化 

昭和 39年     

●救急病院等を定める省令（厚生省令） 
 【救急告示制度の創設】 
 消防法の規定を受け、救急隊により搬送さ
れる傷病者を受入れる医療機関の確保する
ために創設。救急医療に必要な一定の条件
を満たす医療機関からの申し出により、都
道府県知事が認定、告示する。 

昭和 50年 

●姫路市休日・夜間救急医療対策プロジェクト
チーム設置 
 市で恒久的施設を作る結論に達するが、市
医師会への協力、診療時間、医師確保、二
次・三次の後送医療機関の確保等の課題につ
いて検討することとなる。 

    

昭和 51年     ●救急医療懇話会設置 

昭和 52年 ●姫路市休日・夜間救急医療対策研究会発足   

●救急医療体制の整備について（厚生省医
務局長通知） 
 【初期、二次、三次救急医療体制、救急医
療情報システム】 
 従来からの救急告示制度に加え、休日・夜
間対策として傷病者の容態別に一次（軽
症）、二次（中等症）、三次（重症）と区分する
体制を整備。併せて救急医療情報センター
の広域整備を促進する。 

昭和 53年 
●市と市医師会が出資し、財団法人姫路市救
急医療協会を設立 

    

昭和 54年 

●姫路市夜間急病センター開設 
 内科、小児科の夜間（21 時～翌日７時）診療
を開始する。 
●後送病院輪番制開始 
 姫路市夜間急病センターでの対応が困難な
重症患者（内科・小児科）を後送するための体
制を整備する。 

    

昭和 55年 
●地域の医療施設システム等を調査研究す
るため、姫路市地域医療協議会を設置 
●後送輪番医療機関に外科を追加 

    

昭和 56年 ●後送輪番医療機関に脳神経外科を追加 
●県立姫路循環器病センター開設 
 播磨地域の救命救急センターを併設する。 
●兵庫県医療情報システムの運用開始 

  

昭和 57年 

●姫路市地域医療協議会が、地域医療の中
核施設を必要とする旨の報告書を提出 
●市民病院（仮称）設立要綱制定、市民病院
（仮称）設立専門部会設置 

    

昭和 58年 ●姫路市市民病院建設基金設置     

昭和 60年 ●姫路市保健医療懇話会設置     

昭和 61年 

●姫路市保健医療懇話会が、総合保健医療
センター設立を提言 
●姫路市休日・夜間急病センターに名称変
更。内科、小児科で休日昼間（９時～18 時）診
療を開始 
●姫路市休日・夜間急病センターで眼科、耳
鼻いんこう科の診療開始 
●後送輪番医療機関（6 診療科目）の休日昼
間診療開始 

●国立病院・療養所再編計画（厚生省）にお
いて、国立姫路病院存続が決定 

●救急医療施設の運営に対する指導の徹
底等について（厚生省健康政策局長通知） 
 ・救急受入責任者と院内連絡体制の明確
化 
 ・空床の確保 
 ・受入困難時、救急医療情報センター又は
消防への連絡体制の確保 

昭和 62年   
●県が保健医療計画を策定し、二次保健医
療圏域ごとの基準病床数を決定 

●省令の一部を改正する省令の施行につ
いて（事務次官通知等） 
 【救急告示制度の変更】 
 ・対象患者を事故による救急患者から救急
患者一般へ 
 ・救急医療機関相互の協力体制の確保と
して協力医療機関を定めることを義務化 
 ・保健所長の経由、消防及び医師会等へ
の意見聴取を義務化 

昭和 63年 
●姫路市保健医療センター（仮称）基本構想
発表 
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年 姫路市の動き 県・公的医療機関等の動き 国の動き 

平成元年 

●市医師会が「市医師会将来構想」を市長に
報告 
●市基本構想と市医師会構想との整合性を図
るため、姫路市地域保健医療将来構想検討委
員会設置 

●国立姫路病院、姫路赤十字病院が改築
計画発表 

  

平成 2年 

●姫路市地域保健医療将来構想検討委員会
が、姫路市保健医療センター（仮称）構想の検
討を保留とすべき旨の地域保健医療将来構
想報告書を提出。市が保留を発表 

    

平成 3年     ●救急救命士制度創設 

平成 7年 ●後送輪番医療機関に整形外科を追加     

平成 8年  
●広域災害・救急医療情報システムの運用
開始 

 

平成 9年 ●姫路市休日・夜間急病センター移転（現地）  

●救急医療体制基本問題検討会設置 
●医療法改正 
 ・医療計画において救急医療の確保に関
する事項が必要的要素に 
 ・救急医療の提供を要件とする地域医療
支援病院を創設 

平成 10年     

●省令の一部を改正する省令の施行につ
いて（事務次官通知他） 
 【救急告示制度の変更】 
 救急告示制度と初期・二次・三次救急医療
体制について医療計画のもとで一元化を図
る。 

平成 11年 ●後送輪番医療機関に循環器科を追加     

平成 13年  
●姫路赤十字病院移転 
 市が医療提供施設整備基金（旧市民病院
建設基金）から移転整備補助を行う。 

 

平成 15年 ●小児救急医療体制整備事業開始  

●広域災害・救急医療情報システム 緊急
搬送要請モードの運用開始 
●中播磨・西播磨地域メディカルコントロー
ル協議会設置 
●兵庫県災害医療センター開設 

  

平成 16年   

●県が「小児救急医療相談 全国統一電話
番号＃8000」を活用した相談窓口を開設 
●国立姫路病院更新整備工事完成 
 独立行政法人国立病院機構に移行し、姫
路医療センターに名称変更する。 

●新医師臨床研修制度の導入 
 医学部卒業生が国家試験合格後の２年
間、特定の医局に入らず研修病院で基本的
な診療能力を修得することを義務化。研修
先も自由選択可となる。 

平成 17年 
●後送輪番医療機関に産科を追加（※休日昼
間診療のみ） 

    

平成 18年 

●整形外科の日曜日昼間の在宅輪番制開始 
 整形外科の後送輪番参加医療機関の撤退
が著しく、参加医療機関の負担軽減のため市
内開業医による在宅輪番制を実施する。 

●広域災害・救急医療情報システム 周産
期医療情報システムの運用開始 

  

平成 19年 

●姫路赤十字病院が小児科の時間外診療
（一次救急）の中止を発表  
 一次救急患者増加と勤務医不足等のため診
療体制の確保困難によるもの。市医師会を通
じて関係医療機関に市民啓発を依頼する。 
●救急医療体制検討会設置 
 12月に発生した救急患者の搬送先の病院確
保に困難を来たした事案を検証。現状の救急
搬送、救急医療体制における問題点を明らか
にし、今後の改善策を検討する。 

●県立こども病院に小児救急医療センター
開設 
 小児集中治療室６床、初期治療室があり、
子どもの救急治療を専門に行う。 
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年 姫路市の動き 県・公的医療機関等の動き 国の動き 

平成 20年 

●救急医療体制検討会報告 
 事案を検証し、再発防止に向けた対応策に
ついて報告する。 
●救急医療のあり方を検討する会議設置 
 救急医療体制検討会報告を受け、姫路市に
おける救急医療のあり方、救急医療システム
の再構築等を検討するため、県・市・医師会・
市民等からなる検討会議を設置する。 
●傷病者受入照会マニュアルの策定 

 

●安心と希望の医療確保ビジョン 
 医療従事者等の確保、地域医療の推進等
の医療制度改革について、厚生労働大臣の
下にとりまとめられる。その後、ビジョンの具
体化に関する検討会を設置 
●救急医療の今後のあり方に関する検討会 
 救命救急センターの整備のあり方等につ
いて検討、方針を示す。 

平成 21年 

●「姫路市の救急医療方策に関する指針」の
策定 
●救急医療連絡会議の設置 
●救急医療電話相談の開設 
専任看護師による電話相談（282-4874（ふく

つうしんぱいなし））を実施 

●兵庫県広域災害・救急医療情報システム
個別搬送システムの運用開始 

●消防法の一部改正 
 傷病者の搬送及び医療機関による受入れ
を適切かつ円滑に行うことを目的とした改正 

平成 22年  
●消防法の改正に伴う「傷病者の搬送及び
受入れの実施基準」（全県版）の策定 

 

平成 23年 
●臨床研修医奨励金制度の創設 
●救急医療電話相談マグネットシート配布 

●消防法の改正に伴う「傷病者の搬送及び
受入れの実施基準」（地域版）の策定 
●県立姫路循環器病センターが地域医療支
援病院として承認される 
●兵庫県地域医療再生計画策定 

 

平成 24年 ●子どもの急病ガイドブック配布 
●姫路医療センター、姫路赤十字病院が地
地域医療支援病院として承認される 

 

平成 25年  

●救命救急センターの開設 
 製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター
が開設 
●兵庫県保健医療計画の改定 
●中播磨圏域入退院調整ルールの運用支
援 
●加古川医療センターにおいて、ドクターヘ
リの運行を開始 
●聖フランシスコ会姫路聖マリア病院が社
会医療法人に認定 

 

平成 26年  
●製鉄記念広畑病院姫路救命救急センター
において、ドクターヘリ、ドクターカーの運行
を開始 

●医療介護総合確保推進法の施行 

平成 27年  

●姫路赤十字病院が総合周産期母子医療
センターの指定を受ける 
●姫路における県立病院のあり方に関する
検討委員会の開催（平成28年３月22日まで
に 6回） 

 

平成 28年 
●地域医療連絡会議の設置 
●姫路市救急受診ガイドの運用を開始 

●広域災害・救急医療情報システムの緊急
搬送要請、個別搬送要請の機能拡充を実施
●製鉄記念広畑病院が地域医療支援病院
として承認される 
●県立こども病院の移転 
●兵庫県地域医療構想の策定 

 

平成 29年 

●姫路市議会による兵庫県立はりま姫路総合
医療センター（仮称）の整備に関する決議 
●高等教育・研究機関と新県立病院の整備
に関する協定書締結 （市・県・獨協学園） 
●臨床研修医奨励金制度の返還猶予期間を
設定 

●「県立姫路循環器病センターと製鉄記念
広畑病院の統合再編基本計画」の策定 
●三栄会ツカザキ病院が社会医療法人に
認定 
●県中播磨圏域健康福祉推進協議会医
療部会において、製鉄記念広畑病院の移
転後の後医療を実施するため、社会医療
法人三栄会に対して病床配分が決定 

●働き方改革実行計画が策定される（医師
の働き方改革関係） 
●第７次医療計画が策定される。 
 
 
 

平成 30年 

●救急医療電話相談の対象範囲を中播磨・西
播磨全域に拡大 
●姫路赤十字病院総合周産期母子医療セン
ターへの支援開始 
●医学生向け就職説明会に市内医療機関とと
もに姫路市合同ブースを設置し参加を開始す
る。 

●第７次兵庫県保健医療計画が策定され
る。 

●第７次医療計画が開始し、併せて、医師
確保計画策定及び外来医療計画策定に係
るガイドラインが制定される。（医師確保計
画関係） 
●臨床研修病院の指定権限及び研修医定
員の決定権限の都道府県への移譲等が盛
り込まれた、医療法及び医師法の一部を改
正する法律が公布される。（医師確保計画
関係） 
●質の高い新たな医療と医療現場の新たな
働き方の実現を目指し、働き方改革を推進
するための関係法律の整備に関する法律
が公布される。（医師の働き方改革関係） 
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年 姫路市の動き 県・公的医療機関等の動き 国の動き 

令和元年  ●兵庫県立丹波医療センターが開院 

●医療法及び医師法の一部を改正する法
律が施行される。（医師確保計画関係） 
 
 
 

令和２年 

●新型コロナウイルス感染症が本市でも確認
される。 
●新型コロナウイルス感染症対策として年末
年始・GW における一次救急医療の体制強化
対応開始 
●臨床研修医奨励金制度の家島地域での就
労に対し２年間延長貸与 
●医学生向け就職説明会として、市内医療機
関とともにオンラインでの説明会を実施。 

●兵庫県立はりま姫路総合医療センター及
び三栄会広畑病院の円滑な開院に向け、関
係者間で定期的な協議を実施する。 
●松藤会入江病院が社会医療法人に認定 

 

令和３年 

●姫路市休日・夜間急病センターにおいて東
播２市２町の耳鼻いんこう科患者の受入れを
開始 
●姫路市休日・夜間急病センター管理運営担
当医師の配置開始 
●姫路市休日・夜間急病センターにおいて、
准看護師の長期雇用契約開始 
●播磨姫路救急搬送システム（HEARTS）の
運用開始 

●第７次兵庫県保健医療計画の一部改定。 

●医師の勤務体制などがルール化された、
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体
制の確保を推進するための医療法等の一
部を改正する法律が公布される（医師の働
き方改革関係）。 

令和４年 

●姫路市休日・夜間急病センターにおいてコ
ロナ・インフルエンザの同時流行に備えた発
熱外来の実施 
●救急早見表の全戸配布 
●新型コロナとインフルエンザの同時流行対
策として受療行動の啓発リーフレットを作成 
●総務省消防庁が実施するマイナンバーカー
ドを活用した救急搬送の迅速化・円滑化に向
けた実証実験に参加 

●恵風会高岡病院が社会医療法人に認定
●兵庫県立はりま姫路総合医療センターが
開院。それに伴い、製鉄記念広畑病院及び
兵庫県立姫路循環器病センターが閉院とな
る。 
 

 

令和５年  

●製鉄記念広畑病院跡地に、三栄会広畑病
院が開院する。 
●兵庫県立はりま姫路総合医療センターが
フルオープン（640床→736床）。 

●医師確保計画策定及び外来医療計画策
定ガイドラインが一部改訂される。（医師確
保計画関係） 
●新型コロナウイルス感染症の感染症法で
の位置付けが、２類から５類に移行される。 

令和６年 ●救急安心センターひめじ（＃7119）事業開始 
●第８次兵庫県保健医療計画が策定され
る。 

●第８次医療計画が策定される。 
●良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の確保を推進するための医療法等の
一部を改正する法律が施行される（医師の
働き方改革関係）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


